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歯
科
医
師
と
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

　

２
０
２
３
年
10
月
１
日
か

ら
「
適
格
請
求
書
等
保
存
方

式
」（
以
下
「
イ
ン
ボ
イ
ス
」

制
度
）
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
と
は
、
従
来
の

請
求
書
領
収
書
の
様
式
に
新

た
に
「
登
録
番
号
」
と
「
税

率
ご
と
に
区
分
し
た
消
費
税

額
及
び
適
用
税
率
」
を
記
載

し
た
も
の
（
図
１
）
で
す
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
で
き

る
の
は
、
登
録
す
る
こ
と
で

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
と

な
り
同
時
に
消
費
税
を
納
税

す
る
事
業
者
の
み
で
す
。
従

っ
て
消
費
税
を
納
税
し
な
い

免
税
事
業
者
は
、
イ
ン
ボ
イ

ス
を
発
行
で
き
な
い
こ
と
と

な
り
ま
す
（
表
１
）。

　

消
費
税
の
納
税
額
は
、
消

を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
ま
で
に
歯
科
医
師

が
検
討
す
べ
き
事
項
は
次
の

と
お
り
で
す
。

①
免
税
業
者
で
あ
る
か
課
税

業
者
で
あ
る
か
を
確
認
す
る

②
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
す
る

事
業
者
（
課
税
事
業
者
）
と

な
る
か
選
択
す
る

　

課
税
事
業
者
に
は
、
仕
入

税
額
控
除
の
対
象
と
な
っ
た

イ
ン
ボ
イ
ス
を
７
年
間
保
存

す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
税

な
り
ま
す
。
他
方
消
費
税
で

は
イ
ン
ボ
イ
ス
と
い
う
書
類

の
有
無
が
問
題
と
な
り
ま

す
。
経
費
で
あ
っ
た
と
し
て

も
イ
ン
ボ
イ
ス
が
な
い
取
引

は
否
認
さ
れ
、
調
査
で
多
額

の
消
費
税
の
追
徴
が
発
生
す

　

消
費
税
の
課
税
事
業
者
の

基
準
期
間
の
課
税
売
上
が
５

千
万
円
未
満
で
あ
れ
ば
、
簡

易
課
税
制
度
を
選
択
す
る
こ

と
が
可
能
で
す
。
消
費
税

は
、
課
税
売
上
に
か
か
る
消

費
税
か
ら
課
税
仕
入
に
か
か

る
消
費
税
を
差
引
し
て
計
算

（
原
則
課
税
）
し
ま
す
が
、

簡
易
課
税
で
は
課
税
売
上
に

か
か
る
消
費
税
に
一
定
の
割

合
を
掛
け
て
仕
入
税
額
を
計

算
し
ま
す
。

　

一
般
の
歯
科
診
療
は
サ
ー

ビ
ス
業
に
分
類
さ
れ
50
％
の

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
前

で
は
、
免
税
事
業
者
か
ら
の

外
注
技
工
費
な
ど
に
も
消
費

税
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と

し
て
、
仕
入
税
額
控
除
の
計

算
が
可
能
で
し
た
が
、
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
は
仕
入

税
額
控
除
が
で
き
な
く
な
り

ま
す
。

　

自
己
が
免
税
事
業
者
で
あ

る
場
合
、
消
費
税
の
納
税
が

な
く
、
仕
入
税
額
の
計
算
も

不
要
で
あ
り
、
外
注
技
工
先

な
ど
が
免
税
業
者
か
ど
う
か

は
何
ら
検
討
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

自
己
が
課
税
事
業
者
で
あ

る
場
合
に
は
、
外
注
技
工
先

な
ど
が
免
税
事
業
者
で
あ
る

と
、
仕
入
税
額
控
除
が
で
き

ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
応
す
る

に
は
、「
優
越
的
地
位
の
乱

用
」
と
な
ら
な
い
こ
と
に
注

意
し
な
が
ら
価
格
交
渉
等
を

要
求
す
る
か
、
別
の
課
税
事

業
者
で
あ
る
外
注
技
工
先
に

切
り
換
え
る
検
討
も
必
要
と

な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
免
税
事
業
者
か

ら
の
仕
入
等
に
つ
い
て
は
経

過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
２
０
２
３
年
10
月
か
ら

３
年
間
は
８
割
の
仕
入
税
額

控
除
、
26
年
10
月
か
ら
29
年

９
月
ま
で
は
５
割
の
税
額
控

除
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

自
己
が
簡
易
課
税
を
選
択

す
る
場
合
、
売
上
に
対
す
る

　

最
初
に
す
べ
き
こ
と
は
23

年
10
月
１
日
を
含
む
課
税
期

間
に
つ
い
て
、
自
己
が
免
税

事
業
者
と
な
る
の
か
、
課
税

事
業
者
と
な
る
の
か
を
基
準

期
間
（
個
人
は
そ
の
年
の
前

々
年
、
法
人
は
前
々
期
）
の

課
税
売
上
に
よ
り
判
定
し
ま

す
。
基
準
期
間
の
課
税
売
上

が
１
千
万
円
を
超
え
る
場

合
、
そ
の
２
年
後

4

4

4

の
期
間
は

　

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者

と
な
る
場
合
に
は
、
23
年
３

費
税
が
課
税
さ
れ
る
売
上

（
課
税
売
上
）
に
か
か
る
消

費
税
か
ら
消
費
税
が
課
税
さ

れ
る
仕
入
や
諸
経
費
（
課
税

仕
入
）
に
か
か
る
消
費
税
を

差
引
（
仕
入
税
額
控
除
）
し

て
、
そ
の
差
額
と
し
て
計
算

す
る
の
が
原
則
で
す
。
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
は
、
イ

ン
ボ
イ
ス
で
な
い
請
求
書
に

は
消
費
税
が
含
ま
れ
て
い
な

い
こ
と
と
な
り
、
消
費
税
の

仕
入
税
額
控
除
が
で
き
な
い

こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

歯
科
医
師
に
と
っ
て
、
こ

の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
何
が

問
題
か
、
本
稿
で
は
実
務
的

な
観
点
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
の
問
題
点
を
検
討
し
ま

す
。

③
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保
存
義
務

を
理
解
す
る

④
簡
易
課
税
か
原
則
課
税
か

判
断
し
選
択
す
る

⑤
免
税
事
業
者
か
ら
の
仕
入

や
外
注
技
工
費
に
ど
う
対
応

す
る
か

⑥
経
過
措
置
を
理
解
し
、
適

正
な
届
出
を
す
る

務
調
査
の
際
に
は
、
イ
ン
ボ

イ
ス
が
調
査
の
対
象
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
２
０
２
４
年

１
月
に
運
用
が
始
ま
る
電
子

帳
簿
保
存
法
（
電
帳
法
）
の

対
象
と
な
る
電
子
取
引
を
し

た
場
合
、
消
費
税
法
上
は

「
紙
保
存
」
で
も
よ
い
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
法
人

税
や
所
得
税
で
は
「
電
子
保

存
」
を
求
め
ら
れ
ま
す
。
仕

入
先
か
ら
紙
で
の
請
求
書
が

届
か
ず
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や

メ
ー
ル
で
請
求
書
が
来
る
場

合
が
該
当
し
ま
す
。

　

法
人
税
や
所
得
税
の
調
査

で
は
、
経
費
が
あ
っ
た
こ
と

が
事
実
か
ど
う
か
が
問
題
と

る
可
能
性
が
あ
る
点
に
注
意

が
必
要
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
消
費
税

の
簡
易
課
税
制
度
に
よ
り
納

税
す
る
事
業
者
に
は
、
イ
ン

ボ
イ
ス
の
保
存
義
務
を
課
せ

ら
れ
ま
せ
ん
。

課
税
仕
入
が
認
め
ら
れ
ま

す
。
課
税
売
上
に
対
す
る
実

際
の
課
税
仕
入
れ
の
割
合

は
、
簡
易
課
税
に
よ
る
課
税

仕
入
れ
割
合
50
％
以
下
で
あ

る
場
合
が
多
い
の
で
、
通
常

は
簡
易
課
税
に
よ
る
計
算
が

有
利
と
言
え
ま
す
。
さ
ら

に
、
簡
易
課
税
で
は
イ
ン
ボ

イ
ス
の
保
存
義
務
が
免
除
さ

れ
る
の
で
、
こ
の
点
を
含
め

て
簡
易
課
税
の
選
択
を
す
る

か
ど
う
か
判
断
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

と
な
る
旨
を
届
出
書
に
記
載

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

②
こ
の
届
出
を
し
た
場
合
に

限
り
、
届
出
期
間
の
１
期
目

は
課
税
事
業
者
と
な
り
、
２

期
目
は
「
登
録
取
消
届
出

書
」
を
最
初
の
課
税
期
間
の

末
日
の
30
日
前
ま
で
に
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
免
税
事
業

者
と
な
る
こ
と
が
可
能
で

す
。

　

免
税
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ

ス
を
発
行
す
る
場
合
、
消
費

税
の
納
税
義
務
が
生
じ
ま

す
。
仮
に
消
費
税
の
か
か
る

経
費
の
割
合
が
45
％
だ
と
す

る
と
、
課
税
売
上
高
×
10
％

－

課
税
仕
入
（
売
上
の
45

％
）
×
10
％
＝
売
上
の
55
％

の
消
費
税
を
納
税
と
な
り
ま

す
。
年
間
課
税
売
上
が
８
０

０
万
円
の
場
合
、
８
０
０
万

円
×
10
％

－

８
０
０
万
円
×

　

ほ
と
ん
ど
の
歯
科
医
院
は

免
税
事
業
者
を
選
択
す
る
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
免
税

事
業
者
と
な
ら
な
い
、
あ
る

い
は
な
れ
な
い
場
合
に
は
、

税
額
の
得
失
、
書
類
保
存
義

務
、
煩
雑
な
手
続
き
な
ど
を

考
慮
し
な
が
ら
の
検
討
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
、
免

税
業
者
に
対
し
て
新
た
に
課

税
を
強
い
る
最
悪
の
消
費
税

改
革
制
度
で
す
。
免
税
事
業

者
で
あ
る
外
注
技
工
先
な
ど

に
対
し
て
消
費
税
の
負
担
を

ど
う
す
る
か
な
ど
、
支
払
先

と
し
て
も
悩
ま
し
い
問
題
が

山
積
し
ま
す
。

　

実
務
家
と
し
て
、
コ
ロ
ナ

禍
で
の
歯
科
医
院
の
経
営
が

厳
し
さ
を
増
す
中
、
免
税
業

者
に
非
常
な
負
担
と
煩
雑
で

複
雑
な
事
務
処
理
を
強
要
す

る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
廃
止

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

強
く
訴
え
た
い
と
思
い
ま

す
。

 

（
終
わ
り
）

45
％
×
10
％
＝
44
万
円
の
納

税
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
場
合
、
例
え
ば
価
格

を
10
％
引
き
上
げ
て
従
来
の

税
込
み
価
格
を
維
持
し
、
免

税
業
者
と
な
り
消
費
税
を
納

税
し
な
い
こ
と
も
選
択
肢
と

な
り
ま
す
。
こ
れ
が
可
能
か

ど
う
か
は
、
診
療
所
の
経
営

体
質
や
経
営
方
針
、
患
者
の

理
解
な
ど
種
々
の
条
件
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

50
％
の
仕
入
率
計
上
可
能
で

す
か
ら
、
免
税
事
業
者
か
ら

の
仕
入
等
に
つ
い
て
特
に
検

討
は
不
要
で
す
。

ボ
イ
ス
を
発
行
す
る
事
業
者

と
な
る
か
ど
う
か
は
任
意
で

す
（
図
２
）
。
イ
ン
ボ
イ
ス

は
事
業
者
が
課
税
仕
入
を
計

上
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類

で
す
。
一
般
の
消
費
者
の
み

が
顧
客
で
あ
る
場
合
は
イ
ン

ボ
イ
ス
の
発
行
を
要
求
さ
れ

な
い
こ
と
が
通
常
で
あ
る
た

め
、
あ
え
て
イ
ン
ボ
イ
ス
発

行
事
業
者
と
な
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

歯
科
医
師
が
イ
ン
ボ
イ
ス

の
発
行
を
要
求
さ
れ
る
の

は
、
産
業
医
と
し
て
イ
ン
ボ

イ
ス
を
要
求
さ
れ
る
場
合
や

歯
ブ
ラ
シ
な
ど
物
品
販
売
を

事
業
者
に
行
っ
た
場
合
な
ど

で
す
。
免
税
事
業
者
で
あ
る

場
合
で
も
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を

発
行
す
る
か
し
な
い
か
の
選

択
が
必
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
免
税
事
業
者
が

イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
す
る
選

択
を
し
た
場
合
に
は
、
課
税

事
業
者
と
な
り
消
費
税
の
納

税
義
務
が
生
じ
ま
す
。
免
税

事
業
者
で
あ
る
歯
科
医
が
あ

え
て
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
し

課
税
事
業
者
を
選
択
す
る
の

は
、
産
業
医
と
し
て
イ
ン
ボ

イ
ス
を
要
求
さ
れ
る
場
合
や

自
費
売
上
に
つ
い
て
消
費
税

を
請
求
し
た
い
場
合
な
ど
で

す
。
こ
れ
ら
の
売
上
が
多
額

に
上
る
場
合
を
除
き
、
あ
え

て
課
税
事
業
者
と
な
る
必
要

は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

23
年
10
月
１
日
を
含
む
課

税
期
間
に
つ
い
て
は
、
次
の

よ
う
な
特
例
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

①
免
税
事
業
者
が
23
年
10
月

１
日
を
含
む
課
税
期
間
に
つ

い
て
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
の
登
録
を
す
る
場
合
、
期

首
か
ら
９
月
30
日
ま
で
は
免

税
業
者
と
な
り
、
10
月
１
日

か
ら
期
末
ま
で
課
税
事
業
者

課
税
事
業
者
と
な
り
消
費
税

の
納
税
義
務
が
発
生
し
ま

す
。
個
人
で
は
、
23
年
10
月

１
日
を
含
む
課
税
期
間
の
前

々
年
で
あ
る
２
０
２
１
年
の

課
税
売
上
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
但
し
、

同
年
が
課
税
事
業
者
で
な
か

っ
た
場
合
に
は
、
消
費
税
込

み
の
売
上
で
判
定
す
る
の
で

注
意
が
必
要
で
す
。

月
末
ま
で
に
「
適
格
請
求
書

発
行
事
業
者
登
録
申
請
書
」

　

判
定
の
結
果
、
課
税
事
業

者
で
あ
る
場
合
で
も
、
イ
ン

図１　インボイス（「適格請求書」）見本

図２　課税事業者とインボイス発行事業者の関係

請求書
○○様

大阪歯科医院

日付 項目 金額

10月〇日 インプラント代金 ¥210,000

10月〇日 歯ブラシ ¥400

合計 ¥210,400

消費税 21,040

10％対象消費税 21,040

８％対象消費税 0

登録番号　Ｔ-×××

※ゴシック部分を追加記載する

表１　インボイス発行事業者は免税事業者となれない

インボイス発行

課税／免税

する
（インボイス発行事業者） しない

課税事業者 ○ ○

免税事業者 × ○

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要

イ
ン
ボ
イ
ス
導
入
初
年
度
の
特
例

イ
ン
ボ
イ
ス
導
入
初
年
度
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